
＜利用の流れ＞　※警察・市役所への連絡はご家族からお願いします

　　　＜登録についてのお問い合わせ先＞

　多賀城市民で、６５歳以上の方で認知症等により、はいかいで行方不明になる可能性の
ある方。(４０才以上で若年性認知症等の方も含む）
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多賀城市高齢者はいかいＳＯＳネットワークについて
＜ＳＯＳネットワークとは＞

　認知症の方などがはいかいで行方不明になったときに、早く発見・保護につなげるため
のネットワークです。

＜主な協力関係機関＞

　市役所、警察、消防、タクシー会社、郵便局、金融機関(信用金庫）、医療機関、公共交
通機関、コンビニエンスストア、介護サービス事業所、市社会福祉協議会、地域包括支援
センターなどの協力機関が、通常業務の中で発見保護に協力します。

＜対象となる方＞
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　多賀城市 保健福祉部 介護・障害福祉課
　　電話：０２２－３６８－１４９８
　　ＦＡＸ：０２２－３６８－７３９４
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＜事前登録の方法＞

＊安心して生活を送るために・・・
　人命最優先で、ご本人を早く無事に見つけるためには、必要な情報を警察や関係機関に
伝える必要があります。
　また、ご家族や地域の方々の理解と協力も大切です。日頃から、周りの方や地域の方に
も「ＳＯＳネットワークに登録していること」や「ご本人の状況」について、できるだけ
伝えておくようにしましょう。

警察へ連絡

　市役所６階（介護・障害福祉課）窓口で手続きができます。
（地域包括支援センターやケアマネジャーに相談されることをおすすめします）

○手続きに必要なもの
　①申請書（市役所・地域包括支援センターにあります）
　②ご本人の写真（顔写真１枚・全身写真１枚：大きさは各ヨコ５㎝×タテ７㎝）
　　＊なるべくはっきり写っているもの
　　＊写真が用意できない場合はご相談ください

＜行方不明時の連絡先＞

塩釜警察署 生活安全課
電話：０２２－３６２－４１４１



【認知症見守る地域につながる絆：公益社団法人 認知症の人と家族の会パンフレットより】


